
川崎市環境功労者表彰要綱 
（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市表彰規程（昭和１２年６月１日規則第１１号）に基づき、

地域環境の向上等に顕著な功績のあった個人又は団体を表彰し、良好な環境の保全

及び創造に資することを目的として、必要な事項を定めるものとする。 

（表彰の対象） 

第２条 表彰の対象は、地域社会への貢献等の活動に努め顕著な功績をあげた個人又

は団体とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（1）地球温暖化対策の推進に関すること 

（2）緑の保全及び緑化の推進に関すること 

（3）公害防止等環境対策の推進に関すること 

（4）地域の清掃・美化の推進に関すること 

（5）廃棄物の減量化・リサイクルの推進に関すること 

（6）その他、特に顕著な功績をあげたもの 

（候補者の推薦） 

第３条 候補者を推薦しようとする者は、書面により環境局長に提出しなければなら

ない。 

２ 環境局長は、前項の推薦があった場合は、第４条に規定する川崎市環境功労者選

考委員会を開催し、候補者を決定し市長に文書で推薦するものとする。 

（川崎市環境功労者選考委員会） 

第４条 候補者を選考するため、川崎市環境功労者選考委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

２ 委員会は、第３条の規定により推薦を受けた候補者の選考に関する事項を調査審

議する。 

３ 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

４ 委員長には環境局長を、副委員長には環境局総務部長をもって充てる。 

５ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

６ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

７ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 



（候補者の選考） 

第５条 候補者の選考については、別に定める選考基準に沿って行うこととする。 

（被表彰者の決定） 

第６条 市長は、第３条第２項の規定により推薦を受けた候補者の中から、被表彰者

を決定する。 

（表彰の方法） 

第７条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を贈呈して行う。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境局長が定める。 

（事務局） 

第９条 事務局は、企画課に置く。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１１年７月２９日から施行する。 

２ 川崎市緑化及び公園緑地事業の推進・保全及び美化功労者並びに優良団体表彰要

綱（平成９年７月１日施行）及び川崎市生活環境行政協力者表彰要綱（平成９年４

月１日施行）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成１２年３月８日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成１５年１月１６日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 



附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成２２年２月１５日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成２２年５月１１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成２５年２月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、令和５年２月１日から施行する。 

 

 

  



別表（第４条関係） 

委員長 環境局長 

副委員長 総務部長 

委員 

脱炭素戦略推進室長 

脱炭素戦略推進室担当部長 

環境対策部長 

生活環境部長 

生活環境部担当部長（廃棄物政策担当） 

施設部長 

環境総合研究所長 


